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１．金額・条件等 

(1) 根拠 

三井住友フィナンシャルグループの「経営の健全化のための計画」(15 年 9月公表)に

ついて策定から 2 年を経過したことから、「経営健全化計画の見直しについての基本的

考え方」(金融再生委員会、11 年 9 月 30 日付)及び「金融機能の早期健全化のための緊

急措置に関する法律施行令」第 1 条の 2 に基づき、三井住友フィナンシャルグループの

「経営の健全化のための計画」を本計画に変更いたします。 

なお、三井住友フィナンシャルグループは、「金融機能の早期健全化のための緊急措置

に関する法律」第 5 条第 4 項の規定に従い、金融庁に対して、本計画の履行状況を報告

してまいります。 

 

(2) 発行金額、発行条件、商品性 

株式会社整理回収機構にお引受けいただいております優先株式の概要は以下の通りで

すが、発行条件等の実質的な変更はありません。 

 

なお、第一種優先株式及び第三種優先株式の一部（合計 2,010 億円）に関し、整理回

収機構を通じ預金保険機構に対しまして、普通株式への転換及び転換後の普通株式の処

分について申出を行い、16 年 9月 30 日に承認いただきました。 

本件により、同日付で転換された普通株式につきましては、16 年 11 月 2 日に売却が

完了した旨、預金保険機構より公表されております。なお、16 年 11 月 2 日、当社は東

証 ToSTNeT-2（終値取引）により、対当する自己株式の買付を実施いたしました。 
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 第一種 第二種 第三種 

当初発行額 2,010 億円 3,000 億円 8,000 億円 

現在発行額 1,050 億円 3,000 億円 6,950 億円 

残余財産分配額 3,000,000 円 3,000,000 円 1,000,000 円 

優先配当金 10,500 円 28,500 円 13,700 円 

優先配当率 0.35％ 0.95％ 1.37％ 

優先中間配当金 5,250 円 14,250 円 6,850 円 

転換価額 947,100 円 947,100 円 644,200 円 

転換請求期間 
平成14年12月2日～

平成 21 年 2 月 26 日

平成 17 年 8 月 1 日～

平成 21 年 2 月 26 日 

平成14年12月2日～

平成 21 年 9 月 30 日 

転換価額の修正 

平成 14 年 12 月 2 日

以降平成 20年 8月 1

日までの毎年 8 月 1

日の時価(注)で修正

(上下両方) 

平成18年 8月1日以

降平成20年 8月 1日

までの毎年 8 月 1 日

の時価(注)で修正

(上下両方) 

平成 15 年 10 月 1 日

以降平成 18 年 10 月

1日までの毎年 10月

1 日の時価(注)で修

正(上下両方) 

期中の下限転換価額 947,100 円 947,100 円 249,700 円 

一斉転換日 平成 21 年 2 月 27 日 平成 21 年 2 月 27 日 平成 21 年 10 月 1 日

一斉転換の下限 500,000 円 500,000 円 258,330 円 

当初発行会社 

および名称 

住友銀行 

第１回第一種 

住友銀行 

第２回第一種 

さくら銀行 

第三回(第二種) 

三井住友銀行 

における名称 
第１回第一種 第２回第一種 第五種 

(注)時価は、当該日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における普通

株式の終値の平均値 

 

 (3) 当該自己資本の活用方針 

三井住友フィナンシャルグループが受け入れました公的資金につきましては、引き続

き、主として経営の健全な中堅・中小企業及び個人向け貸出増強に活用してまいる所存

であります。 

 

 

 




